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Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
徴
収
に
か
け
る
費
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
八
月
、
埼
玉
県
朝
霞
市
議
の
男
性
が
「
ワ
ン
セ
グ
付
き
の
携
帯
電
話
を
所
有
す
る
人
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
の

契
約
を
結
ぶ
義
務
が
あ
る
の
か
」
を
争
っ
た
訴
訟
で
、
さ
い
た
ま
地
裁
は
契
約
義
務
が
な
い
と
の
判
断
を
示
し
、
ワ
ン
セ
グ
付

き
携
帯
電
話
の
所
有
者
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
支
払
い
義
務
が
な
い
こ
と
を
認
め
た
。

し
か
し
、
九
月
九
日
付
け
読
売
新
聞
に
よ
る
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
籾
井
会
長
は
、
「
ワ
ン
セ
グ
だ
か
ら
と
い
っ
て
（
テ
レ
ビ
と
）

区
別
し
た
契
約
は
し
て
い
な
い
」
、
「
ワ
ン
セ
グ
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
受
像
機
と
と
ら
え
、
受
信
料
の
徴
収
を
し
た
い
と
い

う
の
が
そ
も
そ
も
の
考
え
。
（
総
務
省
も
）
我
々
の
解
釈
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
」
と
述

べ
、
徴
収
を
続
け
る
意
向
を
表
明
し
、
東
京
高
裁
に
控
訴
し
て
い
る
。

一
方
、
総
務
省
は
、
九
月
七
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
に
よ
る
と
、
「
総
務
省
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
対
し
て
、
ワ
ン
セ
グ
機
能
付
き
携

帯
電
話
だ
け
を
持
っ
て
い
る
世
帯
の
受
信
料
を
、
事
実
上
免
除
す
る
よ
う
求
め
る
方
針
」
だ
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
の
問
題
は
、
多
く
の
国
民
の
生
活
に
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
放
送
法
そ
の
も
の
が
時
代

遅
れ
と
の
指
摘
も
あ
り
、
今
後
、
国
会
に
お
け
る
よ
り
一
層
の
議
論
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

ワ
ン
セ
グ
付
き
携
帯
電
話
を
め
ぐ
る
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
総
務
省
の
見
解
に
つ
い
て

一



八
月
の
さ
い
た
ま
地
裁
の
判
決
を
受
け
、
前
文
に
記
載
し
た
と
お
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
東
京
高
裁
に
控
訴
し
、
ワ
ン
セ
グ
付
き

携
帯
電
話
の
所
有
者
か
ら
も
受
信
料
を
継
続
し
て
徴
収
す
る
方
針
で
あ
る
。
総
務
省
は
、
さ
い
た
ま
地
裁
の
判
決
を
受
け

て
、
ワ
ン
セ
グ
付
き
携
帯
電
話
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
に
つ
い
て
徴
収
す
る
べ
き
か
否
か
、
ど
の
よ
う
な
見
解
か
。

二

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
わ
た
く
し
井
坂
信
彦
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
制
度
に
つ
い
て
「
税

あ
る
い
は
強
制
徴
収
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
今
後
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
」
、
「
仮
に
全
員
が
払
う
税
と
い
う
形
に
な
り
ま

し
た
ら
、
真
面
目
に
払
っ
て
い
た
人
は
、
受
信
料
は
今
よ
り
二
十
五
％
安
く
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
日
の
読
売
新
聞
に
よ
る
と
、
自
民
党
の
「
放
送
法
の
改
正
に
関
す
る
小
委
員
会
」
は
、

受
信
料
支
払
い
義
務
化
を
検
討
す
る
よ
う
に
求
め
る
提
言
を
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
同
記
事
で
は
、
総
務
省
が
義
務
化
を
検

討
し
た
際
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
抵
抗
で
見
送
り
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
総
務
省
の
見
解
と
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
は
義
務
化
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
か
如
何
に
。

三

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
収
入
は
二
〇
一
五
年
度
末
の
受
信
料
の
推
計
世
帯
支
払
い
率
が
七
十
六
・
六
％
と
、
公
表
を
始
め
て
か

ら
最
高
と
な
っ
た
（
二
〇
一
六
年
五
月
十
一
日
付
け
朝
日
新
聞
）
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
受
信
料
収
入
に
つ
い
て
も
、
六
六

二
五
億
円
と
二
年
連
続
で
過
去
最
高
と
な
っ
た
こ
と
を
発
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
六
年
五
月
十
一
日
）
。 二



一
方
で
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
支
払
い
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
関
す
る
新
聞
記
事
が
目
立
ち
、
こ
こ
三
年

間
だ
け
で
も
、
支
払
督
促
申
し
立
て
総
件
数
が
年
に
約
千
件
増
加
し
（
九
月
末
現
在
で
八
五
一
〇
件
、
平
成
十
八
年
以
降
の

合
計
）
、
異
議
申
し
立
て
に
よ
り
訴
訟
に
至
っ
た
件
数
は
、
年
間
四
〜
五
百
件
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
る
（
九
月
末
現
在

で
、
三
六
七
〇
件
、
平
成
十
八
年
以
降
の
合
計
）
、
未
契
約
者
に
対
す
る
提
訴
も
年
間
三
十
〜
五
十
世
帯
の
ペ
ー
ス
で
増
加

し
て
お
り
（
九
月
末
現
在
で
二
〇
三
件
）
、
尋
常
な
訴
訟
費
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
一
）

訴
訟
や
提
訴
に
よ
る
受
信
契
約
数
の
増
加
の
試
み
は
、
総
務
省
の
指
導
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

（
二
）

訴
訟
や
提
訴
に
よ
っ
て
受
信
契
約
数
の
獲
得
を
増
加
さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
適
切
な
方
法
で
あ
る

と
の
認
識
な
の
か
、
見
解
は
如
何
に
。

四

放
送
受
信
料
に
か
か
る
民
事
手
続
き
の
状
況
と
受
信
料
徴
収
に
か
け
る
費
用
に
つ
い
て

二
〇
一
五
年
十
月
三
日
付
け
読
売
新
聞
に
よ
る
と
、
「
総
務
省
や
自
民
党
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
受
信
料
徴
収
に
か
け
て
い
る
年

間
七
百
二
十
三
億
円
の
費
用
を
問
題
視
。
受
信
料
収
入
の
十
一
％
に
達
し
、
二
％
台
の
英
独
と
比
べ
る
と
著
し
く
高
い
」
と

い
う
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
契
約
合
計
数
は
、
平
成
十
六
年
八
月
末
の
三
千
八
百
二
十
八
万
四
千
七
百
九
十
二
件
を
ピ
ー
ク
に
減
少

三



を
は
じ
め
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
か
、
平
成
十
八
年
十
一
月
に
訴
訟
な
ど
法
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
始
め
る
と
、
同
月
末

の
三
千
七
百
五
十
五
万
六
千
七
百
四
十
一
件
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
四
月
末
に
は
、
三
千
八
百
三
十
二
万
七
千
百
十
六
件
と

過
去
最
高
件
数
を
記
録
し
、
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
過
去
最
高
を
記
録
し
て
い
る
。

（
一
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
徴
収
に
年
間
い
く
ら
の
費
用
を
か
け
て
い
る
の
か
、
平
成
十
五
年
以
降
、
直
近
の
実
績
ま
で
、

年
ご
と
の
費
用
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
る
。

（
二
）

平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
始
め
た
放
送
受
信
料
に
か
か
る
民
事
手
続
き
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
毎
月
、
「
放
送
受

信
料
に
か
か
る
民
事
手
続
き
の
状
況
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
放
送
受
信
料
に
か
か
る
民
事
手
続
き

に
つ
い
て
、
年
間
ど
の
く
ら
い
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
や
り
方
を
始
め
た
、
平
成
十
八
年
十
一
月
か

ら
現
在
ま
で
、
年
ご
と
の
費
用
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
る
。

（
三
）

（
一
）
（
二
）
を
踏
ま
え
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
徴
収
に
か
け
る
費
用
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果
や
他
国
と
の
比
較

等
に
お
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
。
あ
ま
り
に
も
高
く
、
費
用
対
効
果
が
悪
い
と
考

え
る
が
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

四


